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第１章　巡回指導調査団派遣

１－１　調査団派遣の経緯

アルゼンティン共和国政府は 1982年８月、日本政府に省エネルギー技術の適用の可能性の調査

を要請し、これを受けて日本政府は1987年から1989年まで、ＪＩＣＡを通じて「工場省エネルギー

計画」開発調査を実施した。

省エネルギーは、現政権が経済の安定化を最重要課題としているなかで、①生産コストの低減

による工業製品の国際競争力の維持②国内の石油消費の抑制による国際収支改善③停滞している

工業活動の活性化④エネルギー消費総量の低減による環境汚染の抑制そのほかに有効であるとの

理由から、その意義を大きくしつつあった。

これらの背景のもと「ア」国は、開発調査の提言を踏まえ 1991年７月、「エネルギー管理者研修

センター」の設立に係る技術協力を日本側に要請してきた。ＪＩＣＡは、これを受けて 1992年２

月、個別専門家派遣により開発調査のフォローアップおよびプロ技協要請背景の調査を行い、

1994年４月、事前調査団、同年８月に長期調査員を派遣、1995年３月、実施協議調査団を派遣し、

討議議事録（Ｒ／Ｄ）の署名交換を行った。

本件プロジェクトは、同議事録に基づき、1995年７月１日から５年間にわたる協力を実施中で

あり、1998年６月現在までに７名の長期専門家派遣、11名の短期専門家派遣、10名の研修員受入

れを実施した。

１－２　調査団派遣の目的と主な調査事項

今次調査においては、プロジェクトの進捗状況の確認および今後のプロジェクト運営に関する

各種問題点に関して、アルゼンティン側関係者と協議を実施し、Ｍ／Ｄを取りまとめ署名を行う。

（1）暫定実施計画の進捗状況

a.日本側：専門家派遣、研修員受入れ、機材供与

b.アルゼンティン側：建物、設備の整備状況、組織・Ｃ／Ｐの配置、ローカルコスト負担な

ど

（2）技術協力計画の進捗状況

（3）今年度以降の活動計画

（4）そのほかプロジェクト運営上の問題点
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１－３　調査団の構成

１－４　調査日程

日　付 調査内容

1 7月 11日 土 東京発→ JL064

2 7月 12日 日 サンパウロ着、サンパウロ発→ AR1411

ブエノス・アイレス

3 7月 13日 月 ＪＩＣＡアルゼンティン事務所

在アルゼンティン日本国大使館表敬

ＣＩＰＵＲＥ運営委員会出席

プロジェクト打合せ

4 7月 14日 火 ＩＮＴＩ副総裁表敬

プロジェクト協議（第１回）

ＩＮＴＩ総裁表敬

5 7月 15日 水 プロジェクト協議（第２回）

エネルギー庁表敬

6 7月 16日 木 プロジェクト協議（第３回）

7 7月 17日 金 プロジェクト協議（第４回）

8 7月 18日 土 Ｍ／Ｄ（案）作成作業

9 7月 19日 日 資料整理

10 7月 20日 月 工場訪問

Ｍ／Ｄ署名交換

11 7月 21日 火 ＪＩＣＡ事務所報告

在アルゼンティン日本国大使館報告

ブエノス・アイレス発→ AA956

12 7月 22日 水

ニューヨーク着

（省エネルギー技術団員）

ニューヨーク発→ JL005

13 7月 23日 木 ニューヨーク発→ JL005 成田着

14 7月 24日 金 成田着

氏　名 分　野 所　　　属

中村　吉昭 団長・総括 国際協力事業団　国際協力専門員

川嶋　俊夫 技術協力計画 通商産業省通商政策局経済協力部技術協力課課長補佐

川瀬太一郎 技術移転計画 財団法人省エネルギーセンター国際エンジニアリング部長

林原　孝幸 省エネルギー技術 東燃テクノロジー株式会社　メンテナンス部長

中根　　卓 運営管理 国際協力事業団　鉱工業開発協力部鉱工業開発協力第二課職員
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１－５　主要面談者

（1）アルゼンティン側

Mr. Leonidas Montana President,ＩＮＴＩ

Mr. Eduardo Martini Vice-president (/Director General),ＩＮＴＩ

Mr. Andres Dmitruk Technological Development Manager,ＩＮＴＩ

Mr. Daniel Marques Quality and Environment Manager,ＩＮＴＩ

Mr. Carlos Pedelaborde Deputy Manager of Environment,ＩＮＴＩ

Mr. Mario Ogara Technical Director, Research and Development Center for

the Rational Use of Energy (CIPURE),ＩＮＴＩ

Mr. Jorge Fiora Chief of Division of Heat and Mass Transfer, CIPURE,

ＩＮＴＩ

Mr. Marcelo Silvosa Chief of Division of Industrial Energy Studies, CIPURE,

ＩＮＴＩ

Mr. Enrique Grunhut Technical Advisor, CIPURE,ＩＮＴＩ

Mrs. Monica Servant National Promotion Director, Secretariat of Energy, Ministry

of Economy, Public Works and Services

Mr. Omar Arza Director, Rational Use of Energy Div., Secretariat of

Energy, Ministry of Economy, Public Works and Services

Mr. Edgardo Galli Advisor, Rational Use of Energy, Secretariat of Energy

Ministry of Economy, Public Works and Services

（2）日本側

吉村　佳人 参事官、在アルゼンティン日本大使館

青木　保男 一等書記官、在アルゼンティン日本大使館

大沢　尚正 所長、ＪＩＣＡアルゼンティン事務所

野末　雅彦 次長、ＪＩＣＡアルゼンティン事務所

山本Ｊ．カルロス 所員、ＪＩＣＡアルゼンティン事務所

吉元　清 チーフアドバイザー

水田　寛 熱管理技術

名和　哲臣 電気管理技術

吉田　充夫 業務調整
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第２章　調査団長所見

主題の件につき、本調査団は７月 11日から22日までアルゼンティンを訪問し、カウンターパー

ト機関（アルゼンティン国立工業技術院：ＩＮＴＩ）および派遣専門家とプロジェクトの進捗状況

および今後の計画などについて協議しました。以下に協議結果の概要を報告するとともに、若干

の個人的所見を付け加えました。なお、調査結果の詳細につきましては、協議議事録をご参照下

さい。

１ アルゼンティン側との協議は順調に進展、特に大きな意見の不一致を見ることなく、ほぼ

対処方針案にそって合意することができました。今回の調査で確認したプロジェクトの活

動実績および今後の計画などにつきましては、協議議事録の添付書類をご参照下さい。

２ 本プロジェクトに対する過去１年間のＩＮＴＩの努力（人的、資金的）には、大いに評価す

べきものがあります。きびしい資金事情の下、当初の計画からかなり遅れたとはいえ、ほ

ぼ日本側要求どおりに建物および関連施設を完成させました。また、（建物やプラント、機

材といったプロジェクトの活動のための手段・道具の整備ではなく）プロジェクト本来の活

動についても、“昨年５月の巡回指導調査団と取り決めた計画目標（1997～ 1998）はおおむ

ね達成している”といって差し支えありません。

３ 今後の、最大の懸案事項はパイロットプラントの活用問題と思われます。特に、燃焼炉は

運転のコストや労力がかかり、プロジェクトにとってかなり扱い難いものとなりそうです。

ＩＮＴＩ側は手当可能と言っているものの、経済的に健全な研修コースの運営のためには、

運転コストの研修参加費からの回収が望まれます。今後、本パイロットプラントを活用し

た研修が年２回程度計画されていますが、研修内容を工夫し、付加価値が高く、かつ、産

業界にとって魅力ある研修コースを開設していくことが必要と思われます。

４ そのほか、以下の４点を特記事項としてここに付け加えます。

ｉ . ＣＩＰＵＲＥに執行委員会（Executive Committee）が設立され、２か月に１回の割合で

定期会合開催。これにエネルギー庁も参画。（本プロジェクトの運営問題も含め）

ＣＩＰＵＲＥの運営政策、運営方針などが討議検討される予定。また、必要に応じ、吉

本リーダーがこれに参加。したがって、懸案となっていた形式的な合同調整委員会のか

わりに、本執行委員会をもって、実質的には（実務レベルの）合同調整委員会と見なすこ

とも可能。
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ii. プロジェクトの総轄責任は、従来どおり総裁（Ing. Montana）に所属。しかし、７月１日

付組織変更により、副総轄責任は開発本部長（Ing. Dmitruk）から品質環境本部長（Ing.

Marquesに移管。ただし、“開発”的なテーマについては、今後とも、開発本部長の関与あ

り。

iii. ＩＮＴＩ／ＣＩＰＵＲＥのプロジェクト運営ローカルコストの内訳および見積りベース

を確認。（協議議事録添付資料）

iv. プラント据付に要した追加費用の日亜負担配分、大筋において合意。

′
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第３章　調査・協議概要

３－１　技術協力計画（ＴＣＰ）に基づく実績

当初計画との比較で進捗状況を確認し、今後の計画の変更・見直しを行った。なお、今回の調

査団派遣を機にプロジェクト・デザイン・マトリックス（ＰＤＭ）のうち指標および指標データ入

手手段を見直しより具体化・明確化した。また、新たに全体活動計画書（ＰＯ）を導入することで

「ア」側と合意のうえ、作成し、責任者・成果物・期限を具体化に規定してプロジェクトの達成度

管理の徹底を図ることとした。これにより、従来のＴＣＰを廃止することになった。年次活動計

画書（ＡＰＯ）はこれに基づきプロジェクト側で作成することになった。

（1）Ｃ／Ｐの養成

a. 対象 26技術分野のうち、「日」「ア」双方が合意した 15分野についてＣ／Ｐへの技術移転

を完了している。各技術分野に対応する西語テキストを８分野について作成されている。

残りの分野のテキストは来年度前半までに完成することを目標とすることとした。技術

移転は座学講義を中心に工場診断時のＯＪＴを加味して実施された。ＯＪＴ形式での実

践的指導が効果的であったので今後ともこの方式を継続することを確認した。また、技

術移転分野については改めて協議が行われており、今後新たなＣ／Ｐ養成計画を作成し

指導を行うことになっている。

b. Ｃ／Ｐ養成効果を評価するためのＣ／Ｐ評価基準を作成するよう日本側より提案した。

今年度中にＣ／Ｐ評価基準を作成することで合意した。

c. 実習プラントの省エネルギー運転技術の移転に関し、実習プラント運転担当のＣ／Ｐを

早期に養成するためには、短期専門家の派遣も効果的であるとして今年度中に研修コー

スの開催に合わせて派遣することになった。また、担当のＣ／Ｐを日本側に受入れ、必

要な運転技術の実務的研修を実施することになった。

d. 自習プラントの運転マニュアル・保守計画書、計測機器・診断機器の校正マニュアル・保

守マニュアル、省エネルギー経済評価マニュアルを長期専門家の指導のもと、「ア」側で

作成するよう申し入れた。特に実習プラント機会メーカー側で用意した現行の運転マ

ニュアルはＣ／Ｐ指導や研修コース用としてそのまま活用することが困難であり、本部

側の支援が今後必要となる。

（2）研修コースの準備・実績

a. 1997年 11～ 12月にＣ／Ｐ主導による工場管理者向けの研修コースを２回実施した。研

修後のアンケートでは、参加者の満足度は 60～ 80％であった。この研修により、いわゆ
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る講議形式の研修の実施能力がついたことが確認された。研修コースに使用したテキス

トを入手した。なお、エネルギー管理者向けおよび工場担当者向けテキストの作成を加

速するよう申し入れた。

b. 1998年度は 10月、11月、３月の３回の研修を実施する計画である。１回の研修は理論２

日、プラント実習２日、計４日である。対象業種は食品、セラミックス、紙・パルプ、ガ

ラスから毎回１～２業種を選択する。なお、業種特有の省エネルギー事例を紹介するべ

く、日本の省エネルギーセンターが協力することに合意した。研修の対象者は工場の維

持管理・サービス部門の責任者、運転員（炉・ボイラー）を予定している。現在、予定対

象業種の各会議所・協会などへの訪問活動が行われている。

c. ＣＩＰＵＲＥの特徴を出すために、今後の最重要課題は実習プラントを活用した実践的

な研修の実施であることで双方の認識が一致した。そのために新たに作成されたＰＯお

よびＡＰＯに従って実習プラント活用のカリキュラム・研修テキストの作成を急ぐこと

を確認した。

d. 実習プラント用研修テキストの作成は、原則的にプロジェクトで対応することになった

が、必要に応じ日本側も支援していくことになった。翻訳費などテキスト作成に必要な

費用については、日本側も予算の許す限りその確保に努力することを約束した。

e. 高効率の新型バーナーとして「ア」国への普及が期待されるＨＲＳバーナーの早期活用は

重要である。そこで、運転指導および技術移転のためにバーナーメーカーから短期専門

家を派遣することを約束した。関連する技術資料一覧を提供した（添付資料）。

f. ブラジルなど近隣諸国を対象にした第三国研修の可能性を議論し、実施を視野に入れて

今後の活動を進めることになった。ＪＩＣＡ現地事務所、大使館も賛意と期待を表明し

た。

（3）工場診断

a. 食用油工場の本格診断が成功裡に終了し、Ｃ／Ｐ独自の診断実施が可能になったことを

確認した。残りの工場にも診断を働きかけるよう、またＰＲパンフ作りとフォローアッ

プを実施するよう調査団より申し入れた。「ア」側から結果を整理し、食用油他社にも打

診する予定との回答を得た。

b. 今年度実施する石油精製工場への協力についてはＣ／Ｐに可能な部分に限ることが重要

である。加熱炉、蒸気設備、計算機制御などに限定すべきとの見解を「ア」側に伝えた。

これらは、鉄鋼など他業種にも使える共通技術であり、ＣＩＰＵＲＥの基盤技術となり

うる。これに対し、「ア」側よりＹＰＦ社の意向を勘案し、省エネの進め方などの汎用性

技術主体の業務について協力していくとの回答があった。
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c. モデル工場については、実習プラント建設・試運転に時間をとられたため、進展はなかっ

た。モデル工場に何を期待するかについて明確化するよう調査団より申し入れた。

d. 一般に工場診断料金が高すぎるように見える。料金体系を工夫する必要がある。調査団

よりいわゆるＥＳＣＯ概念を取り入れることをアドバイスした。ＥＳＣＯの参考資料（添

付資料）を提供した。ただし、「ア」側から料金は直接経費のみであり技術経費・利益は

計上されていない旨説明があった。

e. 昨年の調査団が開発調査時の９業種 10工場のフォローを行うよう申し入れたが、実習プ

ラント立ち上げに時間を取られたため実施できなかった。今年度は実習プラント研修な

どの合間をみて可能な限りフォロー工場を増やし、反省点を整理しておくよう再度申し

入れた。

f. 工場診断は、ＣＩＰＵＲＥが受注活動を行う診断、企業から要請を受けて実施する診断

（たとえばＹＰＦ社の例）、発電所診断の３種類に分類される。ＣＩＰＵＲＥが受注活動

を行う診断は、年２回実施を目標とする。対象業種は研修コース開設対象業種と同一と

する旨説明があった。

g. 「ア」側から、今後の工場診断の重点産業として、食品工業、セラミックス工業（レンガ、

タイル）、ガラス工業、紙・パルプ工業を考えているとの説明を受けた。食品工業はアル

ゼンティンの主要産業かつエネルギー多消費産業であるにもかかわらず、製パン・製茶・

食肉などの中小企業が多く省エネルギーが進んでいないのが実態である。ＩＮＴＩ食品

センターの協力も期待できるので、ＣＩＰＵＲＥの診断分野としては最適といえる。

h. 診断対象としては、ボイラー・ポンプなどの共通汎用機器を中心とし、乾燥炉などの簡

単なプロセス機器を含める、複雑なプロセスの診断は企業からの要請があれば日本の短

期専門家あるいはＩＮＴＩのほかのセンターの応援を受けて実施するとの説明があった。

（4）情報システム構築

a. データベース構築はすすんでいない。これまでにエネルギー多消費約600社の担当者名・

電話／Ｆａｘ番号などの情報を電算機入力処理している。他方、工場訪問した約 30社に

ついてはエネルギー情報のみを文書などで集積しているが、まだデータベースの形での

入力はされていない状況である（データベースの様式案は作成されている）。

b. 情報システムのプロジェクトにおける位置づけは高くはないが、工業分野のエネルギー

使用工場については、最小限の情報は収集する必要がある。収集すべき情報についてプ

ロジェクト側で検討中であるが、「ア」国事情にかんがみ早急に決定するよう申し入れ

た。情報収集はアンケート、工場訪問・工場診断などにより実施されるが、事前に省エ

ネルギー庁、関連統計機関の取扱情報を十分に調査し、収集作業の重複を避けるように
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アドバイスした。

c. 現地プロジェクトチームより省エネルギー情報システムの短期専門家派遣の意見が出さ

れたので、今後その必要性を日本側で検討することになった。なお、日本の省エネルギー

センターは省エネルギー成功実例の提供、省エネルギーデータベース専門家の派遣など

の協力が可能であることを表明した。

（5）広報活動

a. 広報誌 'Con Energia'は 1996年 12月の発刊以来、年４回の頻度で発行している。既刊行

の６誌および配布先リスト（約 600名の個人・団体）を入手した（添付資料）。

b. 工場診断により得られた成功事例を可能な限り、学会、セミナー、事例発表会、企業訪

問などで積極的に広報するよう申し入れた。

c. 実習プラントのＰＲのために見学コースを設定し、関係者を招待したらどうかとコメン

トした。「ア」側より、説明パネルの製作、紹介パンフレットの作成を既に実施したとの

回答があった。添付資料に示した紹介パンフレットを入手した。

d. エネルギー庁から省エネルギー政策に対して協力要請を受けているが、ＣＩＰＵＲＥと

しては、省エネルギー政策は本プロジェクトの直接目的とせず、研修を通じた間接的な

協力をしていくとの説明があった。

３－２　暫定実施計画に基づく実績

（1）日本側投入

a. 調査団

事前調査団 1994年 4月 4日～ 1994年 4月 16日

長期調査員 1994年 8月 19日～ 1994年 9月 11日

実施協議調査団 1995年 3月 12日～ 1995年 3月 25日

計画打合せ調査団 1996年 3月 16日～ 1996年 3月 29日

巡回指導調査団 1997年 5月 17日～ 1997年 5月 29日

巡回指導調査団（今回） 1998年 7月 11日～ 1998年 7月 24日

b. 長期専門家

チーフアドバイザー 堀口進一 1995年 11月 8日～ 1997年 11月 7日

吉元 清 1997年 12月 15日～ 1999年 12月 14日

業務調整 吉田充夫 1995年 10月 4日～ 1999年 4月 3日

熱管理 村田 博 1995年 12月 1日～ 1998年 3月 3日



- 10 -

水田　寛 1998年 1月 17日～ 2000年 1月 16日

電気管理 駒田忠之 1996年 3月 18日～ 1998年 3月 17日

名和哲臣 1998年 2月 20日～ 2000年 2月 19日

c. 短期専門家

計測自動化 古谷国彦 1996年 11月 27日～ 1996年 12月 20日

　〃 渡邉三弘 1997年 2月 28日～ 1997年 3月 27日

搾油工業省エネ 山本為朝 1997年 6月 5日～ 1997年 7月 7日

　〃 　〃 1997年 10月 4日～ 1997年 10月 26日

生産性・エネ管理 木原久継 1997年 6月 20日～ 1997年 7月 18日

石油精製省エネ 川瀬太一郎 1998年 2月 20日～ 1998年 3月 16日

実習プラント据付・試運転

　総括 近藤壮一 1998年 1月 17日～ 1998年 7月 3日

　燃焼炉 東　義武 1998年 3月 21日～ 1998年 5月 13日

　蒸気設備 丸田智則 1998年 3月 21日～ 1998年 5月 13日

　ボイラー 船本一郎 1998年 4月 10日～ 1998年 5月 4日

　流量検定設備 木村光成 1998年 4月 10日～ 1998年 5月 4日

（1998年予定）

石油精製省エネルギー

　現状把握 2名 1998年 8月～ 9月

　省エネ指導 1名 1998年 12月

ＨＲＳバーナー試運転 1名 1998年 12月

プラント運転指導 1名 1998年 10月

d. Ｃ／Ｐ研修

（1995年度実績）

Silvia Portnoy エネルギー管理 1995年 9月 28日～ 1995年 9月 30日

Mario Ogara 　〃 1995年 9月 24日～ 1995年 10月 15日

Jorge Fiora 　〃 1995年 9月 24日～ 1995年 11月 1日

Marcelo Silvosa 　〃 1995年 9月 24日～ 1995年 11月 1日

Pedro Cozza 　〃 1995年 9月 24日～ 1995年 11月 1日

（1996年度実績）

Daniel Zelaya プラント操作 1996年 10月 29日～ 1996年 12月 6日

Margarita Ezpeleta 制御システム 1996年 10月 29日～ 1996年 12月 6日

Miguel Bermejo 計測技術 1996年 10月 29日～ 1996年 12月 6日
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（1997年度実績）

Eduardo Carrizo プロセス制御 1997年 9月 23日～ 1997年 10月 22日

Alberto Berset 省エネデータベース 1997年 9月 23日～ 1997年 10月 22日

（病気入院のため 11月 18日まで延長）

（1998年度予定）

Guillermo Tierno 実習プラント操作 1998年 11月～ 1.5か月

Angel Bermejo 工業炉・バーナー 1999年 1月～ 2か月

e. 機材供与

（1995年度実績）

研修用パイロットプラント（ボイラー、燃焼炉、蒸気設備、流量検定設備、電源設備）

（1996年度実績）

工業診断用計測機器、車両、コンピューターおよびソフト、視聴覚機器、技術図書等

（1997年度実績）

パイロットプラント関連機器、研修用機材、工場診断用車両・計測機器、モデル工場貸

与機材、技術図書等

（1998年度予定）

パイロットプラント関連機器、研修用機材、工場診断用計測機器、モデル工場貸与機材、

技術図書等

・パイロットプラントは1998年 5月 15日に開所式が開催され、その後の調整運転を経て、

現在は順調に稼働していることを確認した。なお、据付時に改良を必要としたＨＲＳ

バーナーについては、据付確認作業は終了したものの運転調整が未了であり、予算措

置が整い次第、短期専門家を派遣して技術移転を実施することで合意した。

・モデル工場貸与機材については、モデル工場の役割を再確認した後、具体的な機材を

決定することとした。

（2）アルゼンティン側投入

a. 組織・Ｃ／Ｐ配置

・ＣＩＰＵＲＥの管轄事業本部は昨年９月のＩＮＴＩの組織機構改革以降も暫定措置によ

り開発本部となっていたが、本年６月 26日付のＩＮＴＩ総裁通達でもって、管轄が開発

本部から品質環境本部に移管された。従って、プロジェクトの総括責任者は従前通りで

あるが、副総括責任者は品質環境本部長に変更された。ただし、プロジェクトの省エネ

技術開発普及にかかわる業務についてはＩＮＴＩ戦略計画のなかで開発本部長の所管事
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項にともなっており引き続き支援を行うとの説明があった。

・現在 19名のＣ／Ｐが本プロジェクトに携わっていることを確認した。情報システム担当

の専任Ｃ／Ｐを早急に確保するよう、調査団から要求した。

b. 機材措置

・開発調査時に供与された機材、およびプロジェクトにより供与された機材は、良好に保

守・管理されていることを確認した。

c. プロジェクトサイト整備

・研修棟、実習棟が完成し、とくに大きな問題はないことを確認した。ただし、電話敷設、

事務機器の設置が今後必要となってくる。なお、今後の問題として管理棟については新

設予定であるが、予算の確保が困難であり進展がない。研修棟から 200ｍも離れており

手狭でかつ居室も分散して極めて不便である。プロジェクトとしては「日」「ア」双方の日

常の緊密な連絡体制が重要であることから早急な管理棟の新設が望ましく、「ア」側に引

き続き改善を申し入れていく。

d. ローカルコスト負担

（1995年度実績）

 総額 172,700US$ ＣＩＰＵＲＥ基金： 96,700US$

ＩＮＴＩ資金： 76,000US$

（1996年度実績）

 総額 370,064US$ ＣＩＰＵＲＥ基金： 179,569US$

ＩＮＴＩ資金： 190,500US$

（1997年度実績）

 総額 866,680US$ ＣＩＰＵＲＥ基金： 269,180US$

ＩＮＴＩ資金： 287,500US$

ＦＯＮＴＡＲローン： 310,000US$

（1998年度予定）

 総額 854,500US$ ＣＩＰＵＲＥ基金： 132,500US$

ＩＮＴＩ資金： 450,000US$

ＦＯＮＴＡＲローン： 272,000US$
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３－３　そのほか

（1）他省庁との連携

今回調査時に工業庁、エネ庁を表敬訪問し、本プロジェクトの支援の要請の行う予定でい

たが、工業庁の方は残念ながら日程調整がつかず表敬できなかった。ただし、７月 13日に

ＣＩＰＵＲＥの運営委員会（リストはＭＤ別添15参照）が開催され、この席に調査団も招かれ

当日出席の各メンバーの紹介を受けた。特に、エネルギー庁からは Omar Arca省エネルギー

部長、Edogardo A. Galli省エネルギー部顧問の２人が出席していたことは本プロジェクト

が他省庁との連携が図られている１つの証しといえる。また、ＩＮＴＩの機構改革に伴い

ＣＩＰＵＲＥの所管環境品質局に移行されたが、工業開発局長（Andre's Dmitruk）が引き続

き関与し、ＩＮＴＩ内のほかの研究機関にもＣＩＰＵＲＥに便宜を図っている。

なお、５月15日のＣＩＰＵＲＥの開所式の模様が現地有力紙に取り上げられたことは、本

プロジェクトのＰＲにも役立ったことと思われる。





付　属　資　料

１．ミニッツ（Ｍ／Ｄ）

２．ＩＮＴＩ総裁表敬議事録

３．Quilmes社　Quilmes工場訪問記録
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